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第４章 事前協議と届出による景観づくり 

１．事前協議と届出                         

（１）事前協議と届出に関する考え方                    

①事前協議により区民・事業者の景観に配慮する意識を醸成する 

（北区景観づくり条例によるもの） 

事前協議は、景観法に基づく届出が必要な建築物等に対して届出前に協議を行う

制度であり、良好な景観づくりと景観法に基づく届出内容の審査の円滑化を図りま

す。 

その際、対象となる建築行為等に対して、単に良好な景観づくりのために問題と

なる行為を制限するのではなく、区民や事業者の景観意識の醸成を図ることを目的

とします。そのため、事前協議制度を区民に周知するとともに、円滑な運用を図る

ための「北区景観づくりガイドライン＊」を策定し、景観づくりを誘導する具体的

な手法や配慮事項を示します。 

 
事前協議のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②届出により、良好な景観づくりを誘導する（景観法によるもの） 

景観法により、一定規模以上の建築行為等について、届出を行うことが義務付け

られています。届出の内容が、良好な景観づくりを誘導する景観形成基準に適合し

ているか審査し、協議することにより、景観まちづくりの目標や方針に沿った景観

づくりを進めます。 

  

【事前協議の目的】 

区民の景観へ配慮する意識の醸成 

【景観計画区域（北区全域）】 

○区全域の景観づくりの誘導 
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区
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【景観形成重点地区】 

○特徴ある景観づくりの誘導 
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（２）事前協議と届出の流れ                        

届出対象となる行為については事前協議を行います。以下の流れに従って事前協議

や景観法に基づく届出を運用し、良好な景観づくりを誘導します。 

 
 

  

届出内容の審査 
意見 

勧告・変更命令※２ 

建築確認申請、開発許可申請、その他許可申請 

行為の着手 

 不適合 

行為の完了報告（届出） 

 適 合 

北
区
景
観
づ
く
り
審
議
会 

景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
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意見 

届出（景観法第 16 条） 

北区景観づくり条例による 
事前協議 

東京都による事前協議※１ 

助言 

意見 

助言・意見 

※１ 都市開発諸制度を活用する建築計画等については東京都景観条例により東京都との事前協

議が必要となります。 

※２ 条例に基づく勧告、公表を行う場合もあります。 

事前協議 

事前協議提出 

〈東京都景観条例第２条第５号ロに掲げる建築計画等〉 

〈東京都景観条例第 20 条〉 

区の意見等 

凡例 

    北区景観づくり条例によるもの 

       景観法によるもの 

是正等 
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①北区による事前協議の対象 

 事前協議の対象は、景観法に基づく届出対象となる全ての行為とします。 

 

②東京都による事前協議の対象 

都市開発諸制度を活用する建築計画等について、次に掲げる制度を活用して建築又

は計画される建築物等は、東京都による事前協議が必要となります。 

 

東京都による事前協議の対象（東京都景観計画(平成 23 年 4 月)より） 

・都市計画法第 8 条第 1 項第 3 号の高度利用地区 

・都市計画法第 8 条第 1 項第 4 号の特定街区 

・都市計画法第 8 条第 1 項第 4 号の 2 の都市再生特別地区 

・都市計画法第 12 条第 1 項第 4 号の市街地再開発事業 

・都市計画法第 12 条の 5 第 3 項の再開発等促進区を定める地区計画＊（再開発等促

進区） 

・建築基準法第 59 条の 2 の総合設計※1（東京都が許可する建築物に限る。ただし、区

市等が所管する建築物についても、当該区市と協議の上、東京都の景観計画との整

合が図られるように努める。） 

・都市計画法第 8 条第 1 項第 2 号の 3 の特例容積率適用地区 

・知事が必要と認める事業（PFI 法※2 に基づく事業及び PFI 的手法に基づく事業※3 や鉄

道駅構内等開発計画※4 など） 

※1 対象となる総合設計：建築基準法第59条の２第１項に規定する敷地内に広い空地を有す

る建築物の容積率等の特例、同法第86条第３項及び第４項に規定する一の敷地とみなす

こと等による制限の緩和又は同法第86条の２第２項及び第３項に規定する公告認定対象

区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等。 

※2 PFI 法：「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」のこと。 

※3 PFI 的手法に基づく事業：PFI 法による手続に基づかないが、PFI 方式（公共施設の整

備にあたって、設計・建設・運営までを一括して民間部門にあずけることによって、民

間の知恵を活かした効率的な施設整備と質の高い公共サービスの提供を図ろうとする手

法のこと。）によって整備する事業のこと。 

※4 鉄道駅構内等開発計画：鉄道駅構内等開発計画に関する指導基準（平成２年４月東京都 

都市計画局決定）に基づく、鉄道駅構内等における開発のこと。 
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２．届出対象の考え方                        

（１）届出対象地区に関する考え方                     

届出対象地区を、一般地区と特定地区とします。 

一般地区は、特定地区を除く北区全域とし、一般地区内を区分した７地域ごとの方

針と建築物・工作物などを対象とした共通の景観形成基準を定め、景観づくりを誘導

します。 

特定地区は、良好な景観づくりのために特に重要な区域とし、景観形成重点地区と

景観形成方針地区を定めます。景観形成重点地区は、区域、景観まちづくりの目標・

方針と景観形成基準を、景観形成方針地区は景観まちづくりの目標・方針のみを定め

て、重点的な景観づくりを誘導します。 

なお、景観形成方針地区の景観形成基準については一般地区の景観形成基準又は景

観形成重点地区の景観形成基準に準じるものとし、地域における景観まちづくりの熟

度に応じて地域独自の景観形成基準を設定することを検討します。 

 

※ 一般地区と特定地区の詳細は、Ｐ.65「１．景観計画区域（景観法第８条第２項第１号）」を

参照 
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■一般地区 

 対象区域 方針 基準 

１．一般地区    

浮間地域 特定地区を除く、浮間地域全域 ○ 

○ 

赤羽東地域 特定地区を除く、赤羽東地域全域 ○ 

赤羽西地域 特定地区を除く、赤羽西地域全域 ○ 

王子東地域 特定地区を除く、王子東地域全域 ○ 

王子西地域 特定地区を除く、王子西地域全域 ○ 

滝野川東地域 特定地区を除く、滝野川東地域全域 ○ 

滝野川西地域 特定地区を除く、滝野川西地域全域 ○ 

 

■特定地区 

 対象区域 方針 基準 

２．景観形成重点地区    

西が丘地区 西が丘一丁目、西が丘二丁目、赤羽西三丁目及び赤

羽西四丁目各地内 
○ ○ 

隅田川沿川地区 隅田川の区域及び隅田川の両側からそれぞれ50ｍの

陸上の区域 
○ ○ 

旧古河庭園周辺地区 旧古河庭園の外周線からおおむね 200m の区域 ○ ○ 

３．景観形成方針地区    

飛鳥山公園周辺地区 － ○ 

※ 

石神井川沿川地区 － ○ 

崖線沿線地区 － ○ 

都電沿線地区 － ○ 

荒川沿川地区 － ○ 

中央公園周辺地区 － ○ 

※ 景観形成方針地区の届出対象規模及び景観形成基準は、一般地区又は景観形成重点地区と同

様の基準を適用します。  
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（２）届出対象                                

届出対象地区・届出対象行為・届出対象規模を以下のとおりとします。これらの行

為に関する届出を行う場合は、北区景観づくり条例に基づき、事前協議を行うことと

します。 

 

一般地区の届出対象地区・届出対象行為・届出対象規模 

 

届出対象地区 届出対象行為・届出対象規模 

１．一般地区 

・特定地区を除く

全域 

  

建築物 

＜届出行為＞ 

・ 大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合

していない塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 次表のとおりとします。 

商業地域 高さ 30ｍ以上又は延べ面積が 1,200 ㎡以上 

近隣商業地域 高さ 20ｍ以上又は延べ面積が 1,000 ㎡以上 

その他の地域 高さ 20ｍ以上又は延べ面積が 800 ㎡以上 

  ※ 上記の地域の名称は都市計画法による用途地域＊とします。 

工作物 

＜届出行為＞ 

・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）

及び北区条例規則で定める工作物（P.103 参照） 

開発行為 

＜届出行為＞ 

・ 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・ 開発区域面積が 500 ㎡以上 
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特定地区の届出対象地区・届出対象行為・届出対象規模 

 

届出対象地区 届出対象行為・届出対象規模 

２．景観形成重点地区 

・西が丘地区 

（西が丘一丁目、西が

丘二丁目、赤羽西三

丁目及び赤羽西四丁

目各地内） 

  

建築物 

＜届出行為＞ 

・ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 全ての建築物 

工作物 

＜届出行為＞ 

・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及

び北区条例規則で定める工作物（P.103 参照） 

開発行為 

＜届出行為＞ 

・ 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・ 開発区域面積が 500 ㎡以上 

   

・隅田川沿川地区 

（隅田川の区域及び隅

田川の両側からそれぞ

れ 50ｍの陸上の区

域） 

   

建築物 

＜届出行為＞ 

・ 大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合し

ていない塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築物の高さが 15ｍ以上又は延べ面積が 800 ㎡以上 
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届出対象地区 届出対象行為・届出対象規模 

 
工作物 

＜届出行為＞ 

・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及

び北区条例規則で定める工作物（P.103 参照） 

開発行為 

＜届出行為＞ 

・ 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・ 開発区域面積が 500 ㎡以上 

  

・旧古河庭園周辺地区 

（旧古河庭園の外周

線からおおむね 200m

の範囲） 

  

建築物 

＜届出行為＞ 

・ 大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合し

ていない塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築物の高さが 20ｍ以上又は延べ面積が 800 ㎡以上 

工作物 

＜届出行為＞ 

・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない

塗替を含む） 

＜届出規模＞ 

・ 建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及

び北区条例規則で定める工作物（P.103 参照） 

開発行為 

＜届出行為＞ 

・ 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

＜届出規模＞ 

・ 開発区域面積が 500 ㎡以上 
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届出対象地区 届出対象行為・届出対象規模 

３．景観形成方針地区 

・飛鳥山公園周辺地区 

・石神井川沿川地区 

・崖線沿線地区 

・都電沿線地区 

・荒川沿川地区 

・中央公園周辺地区 

 

一般地区又は景観形成重点地区の 

届出対象行為・届出対象規模を適用します。 
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